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（介護予防）小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の指定基準

は平成25年度から熊本市の条例で定められましたが、赤本で内容の確認ができるよ

う、本稿においては基準省令の条項で記載しています 

基準省令と異なる市の独自基準の詳細については、共通編を参照してください 
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 第１章 （介護予防）小規模多機能居宅介護 

１ 指定基準概要 

（１）基本方針 （第６２条） 

小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、

又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、

家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力

に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするも

のでなければならない 

 

（２）人員基準 

①管理者 （第６４条第１項～第３項）     

○常勤・専従 

○特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共

同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護

員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者 

○厚生労働大臣が定める研修を修了していること 

「認知症対応型サービス事業管理者研修」 

※上記研修を受講するには「実践者研修」又は「基礎課程」を修了していることが必要。 

※ただし、当該事業所の管理業務に支障がない場合は兼務できる。 

（兼務が考えられるケース）  

◆当該事業所の小規模多機能型居宅介護従業者として職務に従事する場合 

◆当該事業所に併設する次の施設等に従事する場合 

 

 

 

 

 

 

 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る） 

・介護医療院 
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◆同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従

事する場合 （当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指

定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者または指定訪問看護

事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これら

の事業に係る職務を含む）若しくは、介護保険法第１０５条の４５第１項

に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第

１号介護予防支援事業所を除く）に従事する場合 

 

②代表者 （第６５条）                           

○特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介

護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者、訪問介護員

等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験がある者 

○認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している者 

 

◆代表者交代時の開設者研修の取り扱い        

代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型

サービス事業開設者研修」が開催されていないことにより、当該代表者が研修

を修了していない場合、次のいずれか早い日までに「認知症対応型サービス事

業開設者研修」を修了することで差し支えない。 

 

 

 

 

（1） 代表者交代の半年後 

（2） 次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程 
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③介護支援専門員(第６３条第７～第８項、第７４条第１～第２項) 

○小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了している者 

※上記研修を受講するには「実践者研修」又は「基礎課程」を修了していることが必要。 

○登録者の居宅サービス計画は、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専

門員に作成させるものとする 

○非常勤でも差し支えない 

※ただし、利用者の処遇に支障がない場合は兼務可 

（兼務が考えられるケース）  

◆当該事業所の他の職務に従事する場合（管理者との兼務可能） 

◆当該事業所に併設する次の施設等に従事する場合 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：介護支援専門員を非常勤として配置している場合、勤務時間以外の時間

帯に居宅介護支援事業所等の計画作成者として勤務することは可能か。 

Ａ： 

1 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになってい

る業務を適切に行うことができると認められるのであれば､非常勤で勤務

する以外の時間帯において､居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグル

ープホームの計画作成担当者として勤務することは差し支えない。 

2 なお､小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにおい

ては､小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図るこ

とにより効果的な運営を期待することができる場合であって､利用者の処

遇に支障がないときは､介護支援専門員を置かないことができる。   

平成 18年 9月 4日 介護制度改革 information vol.127 

介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ 

 

 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る） 

・介護医療院 
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④介護従業者 （第６３条）            

日中（夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯）（常勤換算方法） 

・通いサービスの利用者の数が３またはその端数を増すごとに１人 

・訪問サービス１人以上 

夜間及び深夜の時間帯 

・夜勤職員１人以上  

・宿直勤務１人以上  

※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合にあたっては、夜間及び

深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために

必要な連携体制を整備しているときは、宿直及び夜勤を行う従業者を

置かないことができる 

○小規模多機能型居宅介護従業者のうち１人以上は常勤でなければならない 

○介護従業者のうち１以上の者は看護師または准看護師 

※看護師及び准看護師は常勤を要件としておらず、毎日配置する必要はな

い 

※ただし、小規模及び各施設等で基準を満たす従業者を置く場合は兼務可 

（兼務が考えられるケース）  

◆介護職員 

当該事業所に併設する下記の施設等に従事する場合 

 

 

 

 

 

 

  ◆看護師又は準看護師 

当該事業所と同一敷地内にある下記の施設等に従事する場合 

       

 

 

 

 

 

 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る） 

・介護医療院 

・上記の５施設等 

・指定居宅サービスの事業を行う事業所 

・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・指定認知症対応型通所介護事業所 

・指定介護老人福祉施設 

・指定介護老人保健施設 
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○通いサービスの実際の職員配置 

その日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、通いサービスの利用

者がいないからといって配置しないということではなく、通いサービスを

利用しない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わる

ことができるような職員配置に努めるものとする 

○訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者 

◆小規模多機能型介護事業所から離れた特別養護老人ホーム等の職員が行

う形態は認められない 

◆特別養護老人ホーム等における職員が非常勤である場合には、非常勤と

して勤務する以外の時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所に勤務し、

通いサービスや宿泊サービスも含めた業務を行うことは差し支えない 

 

 

＊夜間及び深夜の時間帯の設定 

夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者

の生活サイクル等に応じて設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜

の時間帯以外の指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型居

宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を除く。）以下同じ。）を行わせるために必要な小規

模多機能型居宅介護従業者を確保するものとする。 

例えば、通いサービスの利用定員を１５名とし、日中の勤務の時間帯を午前

６時から午後９時までの１５時間、常勤の職員の勤務時間を８時間とした場

合、常勤換算方法で通いの利用者が１５名の場合、日中の常勤の小規模多機能

型居宅介護従業者は５名となり、日中の１５時間の間に、８時間×５人＝延べ

４０時間分のサービスが提供されていることが必要である。 

それに加え、日中については、常勤換算方法で１名以上に訪問サービスの提

供を行わせ、夜間については、夜勤１名＋宿直１名に宿泊サービス及び夜間の

訪問サービスに当たらせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を、小

規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要である。 

夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿直職員

の取扱いについて」（昭和４９年８月２０日社施第１６０号社会局施設課長、

児童家庭局企画課長連名通知）に準じて適切に行うこと。 

 

 

 



 

 

6 

【表１】    小規模多機能型居宅介護 人員基準確認表（例） 

氏

名 
職名 

常勤 

非常勤 

１日 ２日 ３日  ２９日 ３０日 
日中の勤務

時間数 

土 日 月  土 日 合計 

ａ 看護職員 常勤 A Ｅ Ｇ  Ｈ Ｄ 160:00 

ｂ 介護職員 非常勤 Ｈ    C Ｇ 120:00 

ｃ 介護職員 非常勤 Ｇ Ｈ C  Ｂ Ｂ 128.00 

ｄ 介護職員 非常勤 Ｄ  休  Ｇ H 136:00 

e 介護職員 非常勤  Ｇ Ｈ   Ｅ 136:00 

f 介護職員 常勤 Ｅ Ｄ A  Ａ  160:00 

ｇ 介護職員 常勤 B Ｂ Ｂ  Ｄ A 160:00 

ｈ 介護職員 常勤 C C Ｄ  Ａ  160:00 

ｉ 介護職員 常勤  A A   A 160:00 

ｊ 介護職員 非常勤 I Ｆ   I Ｆ 88:00 

ｋ 介護職員 非常勤 Ｆ I Ｆ   I 88:00 

         1496 時間 

 

 

 

 

【表２】 

シフト表 

記載 

夜勤かどうか 

休みかどうか 

勤務 

開始時間 

勤務 

終了時間 

勤務 

拘束時間 

日中 

勤務時間数 

Ａ   8:30 17:30 9:00 8:00 

Ｂ   7:00 16:00 9:00 8:00 

Ｃ   8:00 17:00 9:00 8:00 

Ｄ   10:00 19:00 9:00 8:00 

Ｅ   11:00 20:00 ９:00 ８:00 

Ｆ  9:00 13:00 4:00 4:00 

Ｇ 夜勤入 1８:00 0:00 ３:00 ３:00 

Ｈ 夜勤明 0:00 ８:00 ２:00 ２:00 

I   14:00 18:00 4:00 4:00 

休 休み 0:00 0:00 0:00 0:00 
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【表３】            【表４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設備基準  

①登録定員 （第６６条） 

○登録定員を２９人以下としなければならない 

○利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められない 

○利用定員（１日当たりの利用者の数の上限） 

◆ 通いサービス 

登録定員 １日あたりの利用者の上限 

２５人まで 登録定員の２分の１～１５人 

２６人、２７人 登録定員の２分の１～１６人 

２８人 登録定員の２分の１～１７人 

２９人 登録定員の２分の１～１８人 

 

◆ 宿泊サービス 

通いサービスの利用定員の３分の１から９人まで 

 

Ｑ：通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。 

A：同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の

上限を指すものではない。例えば午前中に 15人が通いサービスを利用し、別

の 10人の利用者が午後に通いサービスを利用することも差し支えない。 

平成 24年 3月 30日 介護保険最新情報 vol.273 

 平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2) 

夜間及び深夜の時間帯 

始まり～終わり 

21：00～6：00 

当該月の満たすべき看護・介護職員勤務時間数 

① 通所利用者数 １５名 

② 必要な職員の数 ６名 

③ 一日に必要な時間数 ８時間 

④ 当該月の日数 ３０日 

⑤ 当該月の必要時間数 １４４０時間 
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②設備 （第６７条第１項） 

居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備その他利用者が日常生活を営むうえで必要な設備その他小規模多機

能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 

Ｑ：グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用する

ことは認められるか 

A：小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと認知症

対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障

がないときは、浴室を共用することも差し支えない 

平成 18年 9月 4日 介護制度改革 information vol.127 

介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ 

 

③居間及び食堂 （第６７条第２項第１号） 

○居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保すること 

なお、通いサービスの利用定員が１５人を超える事業所については、居間

及び食堂を合計した面積が利用者の処遇に支障がないよう十分な広さ（１

人当たり３㎡以上）を確保すること 

○小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を通所介護等の機能訓練室、食堂

及び法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業の交流スペースとして共用することは認められない 

 

Ｑ：小規模多機能型居宅介護の登録定員26 人以上29 人以下とする場合に

は、同時に、通い定員を16 人以上にすることが必要となるのか。 

Ａ：登録定員を26 人以上29 人以下とする場合でも、必ずしも、通い定員の

引上げを要するものではない。通い定員を16 人以上とするためには、登録

定員が26 人以上であって、居間及び食堂を合計した面積について、利用者

の処遇に支障がないと認められる充分な広さを確保することが必要である。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 
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Ｑ： 小規模多機能型居宅介護の通い定員を16 人以上18 人以下にする場合

の要件として、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ

（一人当たり３㎡以上）」とあるが、居間及び食堂として届け出たスペ

ースの合計により確保することが必要なのか。 

Ａ： 小規模多機能型居宅介護の通い定員を16 人以上18 人以下にする場合

には、原則として、居間及び食堂の広さが、「利用者の処遇に支障がな

いと認められる十分な広さ（一人当たり３㎡以上）」である必要があ

る。ただし、例えば、居間及び食堂以外の部屋として位置付けられてい

るが日常的に居間及び食堂と一体的に利用することが可能な場所がある

場合など、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さが確保

されている」と認められる場合には、これらの部屋を含め「一人当たり

３㎡以上」として差し支えない。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 

 

④宿泊室 （第６７条第２項第２号） 

○居室の利用定員は１人 

ただし、利用者の希望等処遇上必要と認められる場合は一時的に２人と

することができる。 

 

○個室以外の宿泊室の床面 

 

以上 

 

※個室以外の宿泊室は、パーティションや家具など（カーテンはプライバシ

ーが確保されたものとは考えにくいことから認められない）により利用者

同士の視線の遮断が確保される必要がある。 

 

７．４３㎡ × （宿泊サービスの利用定員  － 個室の定員数） 

（通いサービスの利用定員の３分の１から９人までの範囲内） 
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⑤立地条件 （第６７条第４項） 

○利用者の家族や地域住民と交流の機会が確保される観点から、住宅地又は

住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域

にあるようにしなければならない 

 

○指定小規模多機能型居宅介護が、利用者と職員とのなじみの関係を構築し

ながらサービスを提供するものであることに鑑み、当該事業所と他の施設・

事業所との併設については、適切なサービスが提供されることを前提に認め

られる 

（４）運営の基準   

①手続きの説明及び同意 （第８８条、第９条読み替え） 

〇小規模多機能型居宅介護の利用にあたって、利用者、家族に重要事項説明

書を交付し、十分な説明をおこない同意を得ること 

◆重要事項説明書に記載する事項 

・運営規定の概要 

・事業所に勤務する従業員の体制 

・事故発生時の対応 

･苦情処理の体制 

・提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直 

近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

等サービスを選択するために必要な重要事項 

②受給資格等の確認（第８８条、第１２条読み替え） 

〇小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、被保険者証により、

被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるもの

とする 

③サービス提供の記録 （第８８条、第２０条読み替え） 

○サービスの提供に際しては、利用の年月日及び小規模多機能型居宅介護事

業所の名称を、利用者の被保険者証に記載すること 

○サービスの提供日、サービスの内容、利用者の状況等を記録すること 
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◆記録は完結の日から５年間保存しなければならない（保存期間は熊本

市条例による） 

④使用料及び費用の徴収に係る留意事項 （第７１条） 

○利用者から徴収することができる利用料および費用 

◆介護報酬告示上の額に、各利用者の介護保険負担割合証に記載された

負担割合を乗じた額 

◆利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用

者に対して行う送迎に要する費用 

◆利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域において訪問サ

ービスを提供する場合は、それに要した交通費の額 

◆食事の提供に要する費用 

◆宿泊に要する費用 

◆理美容代 

◆おむつ代 

◆その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ 

て、その利用者に負担させることが必要と認められるもの 

 

○徴収するには、あらかじめ利用者、家族に説明し同意を得ておかなければ

ならない 

○料金の支払いを受けた場合は、介護の内容、費用の額等を記載したサービ

ス提供証明書を交付しなければならない 

⑤小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針 （第７２条） 

○小規模多機能型居宅介護事業者は、自ら小規模多機能型居宅介護の質の評

価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない 

⑥小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 （第７３条） 

○サービスの柔軟な組み合わせ 

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービスを中心として

訪問サービスや宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適

当に行うものとする 
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○宿泊サービス上限なし 

利用回数が少ない者及び重度の者によるほぼ毎日宿泊する形態などは運

営推進会議（後述第８５条）に報告し、評価を受ける必要がある。ただ

し、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できな

いような状況になれば、他の利用者が適切にサービス利用できるよう調

整を行うことが必要 

○サービス提供は懇切丁寧に 

利用者又はその家族に対し、小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内

容並びに行事及び日程等を提供し、理解しやすいように説明を行うこと 

○身体拘束の禁止 

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。身

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。なお、

当該記録は５年間保存すること（保存期間は熊本市条例による） 

 

・家族への連絡（熊本市条例） 

 身体拘束が必要な可能性がある利用者について、あらかじめ家族に対

して必要性や拘束の内容について説明を行い、承諾を得ている場合を除

き、家族への報告が求められます 

・市長への報告（熊本市条例） 

市長への報告については、利用者毎に様式（身体的拘束等実績報告書）

を毎月作成し、事故報告と同様に市長への報告が必要となります 

○通いサービスの利用者数が登録定員の概ね３分の１以下という著しく少な

い状態が続いてはならない 

○登録者が通いサービスを利用しない日は、可能な限り、登録者の居宅にお

ける生活を支えるために適切なサービスを提供すること 

・適切なサービスとは、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等、

通い・宿泊・訪問サービスを合わせて概ね週４回以上行うことが目安

となる 
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Q：小規模多機能型居宅介護事業所において、福祉用具貸与の取扱いは？ 

A：小規模多機能型居宅介護を算定している間も、福祉用具貸与費の算定が認

められているのは、利用者の居宅で使用する場合を想定しているものであり、

施設で使用するものは、原則として施設が用意すべきものです。（「通所介護

等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」平成 12 年老企第 54 

号） 

小規模多機能居宅型介護事業所だけではなく、宿泊サービスを行う通所介

護事業所や介護老人福祉施設の利用者からも自己負担を求められたことによ

る苦情が多数寄せられています。当該福祉用具の利用に対し、保険給付をし

ていない場合であっても、利用者の自己負担を前提とした要望などといった

理由がない限りは、施設サービス費で賄われるものである  

⑦小規模多機能型居宅介護計画の作成 （第７７条） 

○介護支援専門員は、計画の作成にあたり、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機

能型居宅介護計画を作成しなければならない 

 

○小規模多機能型居宅介護計画を作成し、その内容を利用者、家族に説明し

同意を得て、利用者に交付すること 

 

○（介護予防）短期利用居宅介護費を算定する場合で、（介護予防）居宅サー

ビス計画を作成している居宅介護事業者（介護支援予防事業者等を含む）か

ら（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画の提供の求めがあった際は協力

すること 

 

○（介護予防小規模多機能のみ） 

介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づく

サービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも１回はモニタリング(実施状況の

把握)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応

じて計画の変更を行うこと 
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Q：居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複す

る場合の取扱いは 

A：内容が重複する場合は、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる 

平成 24年 3月 30日 介護保険最新情報 Vol.273 

平成 24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.2)  

⑧介護等 （第７８条） 

○介護は利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資する

よう適切な技術を持って行うこと 

○介護従業者以外の者に介護させてはならない 

※小規模多機能型居宅介護を受けている者については、訪問看護、訪問

リハビリテーション、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与を除く指定居

宅サービス並びに指定地域密着型サービスは利用できない 

○食事、家事は利用者と介護従業者が共同で行うように努めること 

 

Ｑ：小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の

身体介護のうち通院・外出介助（公共交通機関等での通院介助）も含まれる

のかまた、通院等の乗降介助（介護タクシー）を別に算定できるか 

A：小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身

体介護のうち通院・外出介助も含まれる 

また、通院等の乗降介助は訪問サービスであり、小規模多機能型居宅介護

として訪問サービスが行われることから、算定することはできない 

平成 18年 9月 4日 介護制度改革 information  Vol.127 

介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ  

⑨緊急時等の対応 （第８０条） 

○介護従業者は、サービス提供時に、利用者に急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに主治医、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じること 

◆協力医療機関は近接に所在することが望ましい 

◆緊急時において、円滑な協力が得られるように協力医療機関との間で

あらかじめ必要な事項を取り決めること 

 

協力医療機関の定め：義務（第８３条第１項） 
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協力歯科医療機関の定め：努力義務（第８３条第２項） 

⑩勤務体制の確保 （第８８条、第５５条読み替え） 

○適切にサービス提供できるよう、従業者の勤務体制を定めること 

◆小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表

を作成し、小規模多機能型居宅介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非

常勤の別、看護職員、介護職員の配置、管理者との兼務関係等を明確に

すること 

○介護従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない 

⑪非常災害対策 （第８２条２） 

○非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない 

○訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれ

ばならない 

 ↓ 

◆非常災害に関する具体的計画の策定 

◆関係機関への通報及び連携体制を整備 

消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底する

とともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に

消火・避難等に協力してもらえるような体制作り 

◆避難訓練等の実施 

平成２２年９月２９日 介護保険最新情報 Vol.165 

⑫衛生管理 （第８８条、第５８条読み替え） 

○利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用する水について衛生管 

理に努め、又は衛生上必要な処置を講じなければならない。 

 

○事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講

ずるよう勤めなければならない。 

◆感染症マニュアルの整備､空調設備等の施設内の適温確保 
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⑬掲示 （第８８条、第３条３２の読み替え） 

〇事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する

こと 

   ◆制度の変更、運営規定、重要事項の変更等に留意して掲示 

⑭秘密保持 （第８８条、第３条３３の読み替え） 

〇利用者、家族に係る秘密を保持しなければならない。個人情報を使用する

場合は、あらかじめ文書による同意をえておかなければならない 

⑮苦情処理 （第８８条、第３条３６の読み替え） 

〇利用者、家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けの窓口を設置する等の必要な措置を講じること 

◆苦情受付箱の設置、苦情相談窓口の掲示、ポスターの掲示等 

◆苦情を受け付けた場合の内容等の記録 

⑯事故発生時の対応 （第８８条、第３条３８の読み替え） 

〇サービス提供時における事故が発生した場合 

◆利用者への対応の他、医療機関への連絡、利用者家族等への連絡 

◆高齢介護福祉課の事故連絡表の提出（重大事故の場合） 

◆事故の状況及び事故に際してとった処置の記録 

◆原因究明及び再発防止対策を講ずること 

◆事故防止マニュアルの作成 

⑰提供拒否の禁止 （第８８条、第３条８の読み替え） 

〇小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理由なく小規模多機能型居宅介

護の提供を拒んではならない 

◆正当な理由 

①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が当該事業所の実施地域外である場合、その他

利用申込に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 
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Ｑ：小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護３

以上の者に限定することは可能か 

A：小規模多機能型居宅介護事業所は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞

ったサービスではないことから、認知症の高齢者でないことによるサービス

の提供を拒むことや利用者を要介護３以上の者に限定することは認められな

い 

平成 18年 9月 4日 介護制度改革 information  Vol.127 

介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ  

⑱定員の遵守 （第８２条） 

〇小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊

サービスの利用定員を超えて小規模多機能居宅介護の提供を行ってはならな

い。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望

等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えること

はやむを得ないものとする。なお、災害等やむを得ない事情がある場合は、

この限りではない 

◆特に必要と認められる場合の例 

・登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通いサービスを提

供したことにより、当該利用者が利用した時間帯における利用者数が定

員を超える場合 

・看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供したこ

とにより、通いのサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超え

る場合 

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービ

スの利用者数が定員を超える場合 

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合 
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⑲地域との連携等 （第８５条）         

○地域運営推進会議を設置すること 

◆利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、熊本市の職員又は地域包

括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることで、

事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービ

スとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置す

るもので、各事業者が自ら設置する 

※地域の代表とは⇒町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等 

◆運営推進会議はおおむね２月に１回以上の開催 

○運営推進会議による評価をうけ、必要な要望、助言等を聴き、その報告、

評価、助言等についての記録を作成し、公表しなければならない 

（留意事項） 

◆記録は５年間保存しなければならない（保存期間は熊本市条例による） 

◆併設の認知症対応型共同生活介護との同時開催も可能 

◆また、運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進 

等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運

営推進会議を合同で開催して差し支えない。 

① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ

ライバシーを保護すること。 

② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事

業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に

合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し

支えないこと。 

※運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数

が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。ま

た、外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

 

○サービスの改善及び質の向上を目的として、自ら提供するサービスについ

て評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について運営

推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこと 

  ◆すべての従事者が自ら提供するサービス内容について振り返りを

行い、それぞれの従事者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向

上に向けての取組等について話し合いを行い、問題意識を向上させ、
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事業所の質の向上につなげていくこと 

  ◆外部評価は、運営推進会議において自己評価結果に基づきサービス

内容や課題等について共有を図るとともに、第三者の観点からの評価

により新たな課題や改善点を明らかにする必要がある 

  ◆公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要である 

  ◆自己評価結果及び外部評価結果は利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに公表すること 

  ◆小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の

在り方については、平成２５年度老人保健健康増進等事業「運営推進

会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査

研究事業」（特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者

連絡会）を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上に資す

る適切な手法により行うこと 

【参考】熊本市ホームページ 

ホーム  ＞  分類から探す  ＞  しごと・産業・事業者向け  ＞  届出・証

明・法令・規制  ＞  介護・福祉  ＞  指定地域密着型サービス基準に定め

る介護・医療連携推進会議、運営推進会議を活用した評価の実施について 

 

◆事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協

力を行う等の地域との交流を図ること 

◆地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行うなど 

◆利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するように努めること 

↓ 

熊本市介護相談員派遣事業 

◆指定小規模多機能型居宅介護事業者は、事業所と同一の建物に居住する利用

者に対して、小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても、小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう

努めなければならない（熊本市条例第 106条第 5項） 

 

Ｑ：小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準

が定める全てのメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会

役員、民生委員、老人クラブの代表等））が毎回参加することが必要となる

のか 
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Ａ：毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないとい

う趣旨ではなく、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足り

るものである。ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する

「運営推進会議を活用した評価」として実施するものについては、市町村職

員又は地域包括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護に知見を有し公

正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 

 

Ｑ：小規模多機能型居宅介護事業所が、平成27 年度の評価について、改正

前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結している

が、あくまでも改正後の手法により評価を行わなければならないのか 

Ａ：改正前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結

している指定小規模多機能型居宅介護事業者については、平成27 年度に限

り、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第

３条の37 第１項に定める介護・医療連携推進会議、第85 条第１項（第182 

条第１項において準用する場合を含む）に規定する運営推進会議を活用した

評価の実施等について」（平成27 年３月27 日付老振発第0327第４号・老老

発第0327 第１号）によりお示ししている評価手法によらず、改正前の制度

に基づく外部評価を実施した上で、当該評価結果を運営推進会議に報告し公

表することにより、改正省令に基づく評価を行ったものとみなして差し支え

ない 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 
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２ 介護報酬                                  

（１） 介護報酬概要 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護費（１月あたり） 

 同一建物に居住する者 

以外の者に対して行う場合 

同一建物に居住する者に 

対して行う場合 

要支援１ ３，４１８単位 ３，０８０単位 

要支援２ ６，９０８単位 ６，２２４単位 

要介護１ １０，３６４単位 ９，３３８単位 

要介護２ １５，２３２単位 １３，７２４単位 

要介護３ ２２，１５７単位 １９，９６３単位 

要介護４ ２４，４５４単位 ２２，０３３単位 

要介護５ ２６，９６４単位 ２４，２９５単位 

 

「同一建物」とは 

当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建

築物（※）を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に小規

模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋が

っている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで

隣接する場合は該当しない。また、ここでいう同一の建物については、

当該建築物の管理、運営法人が当該小規模多機能型居宅介護事業所と異

なる場合であっても該当するものであること 

※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅 

 ・登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入居者生活介護もしくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機

能型居宅介護費は、算定しない 

 

・登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅

介護を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規

模多機能型居宅介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規

模多機能型居宅介護費は、算定しない 
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Ｑ：入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利

用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か 

A：登録が継続しているなら、算定は可能であるが、問いのような場合には、

サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的に

は、一旦契約を終了すべきである 

平成 18年 9月 4日 介護制度改革 information vol.127 

介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ  

 

Ｑ：月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物

から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか 

A：集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日か

ら退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問

介護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者

が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割り計算

が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象となる。 

なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については

減算の対象とならない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費及び

看護小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を

算定する 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 
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短期利用居宅介護費（１日あたり） 

要支援１ ４２１単位 

要支援２ ５２６単位 

要介護１ ５６７単位 

要介護２ ６３４単位 

要介護３ ７０３単位 

要介護４ ７７０単位 

要介護５ ８３５単位 

 

・短期利用居宅介護費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

ものとして市町村長に届け出た小規模多機能型居宅介護事業所において、小

規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状態区分に応じて、

それぞれ所定単位数を算定する 

・ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する（（2）加

算・減算参照） 

 

下記に掲げる基準のいずれにも適合すること 

◆小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数が、当該小規模多機能型居

宅介護事業所の登録定員未満であること 

 

◆利用者の状態や利用者の家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介

護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、小

規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障

がないと認めた場合であること 

 

◆利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世

話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の

利用期間を定めること 

 

◆地域密着型サービス基準第６３条に定める従業者の員数を置いているこ

と 

◆当該小規模多機能居宅介護事業所が小規模多機能型居宅介護費の「過少

サービスに対する減算）を算定していないこと 
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・宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿泊室が短期利用の登

録者において活用できるものとする 

（短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式） 

当該事業所の宿泊室の数×（当該事業所の登録定員－当該事業所の登録者の

数）÷当該事業所の登録定員（小数点第１位以下四捨五入） 

 

例えば、宿泊室数が９室、登録定員が２５人、登録者の数が２０人の場

合、９×（２５－２０）÷２５＝１．８となり、短期利用の登録者に対して

活用できる宿泊室数は２室となる。このため、宿泊室数が９室、登録定員が

２５人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登

録者の数が２３人以下である場合のみ算定可能である 
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（２）加算・減算 

定員超過利用・人員欠如に対する減算    

所定単位数に７０/１００を乗じた単位数 

※介護予防も同様 

◆定員超過利用 

登録者数が市町村に届け出た運営規定の登録定員を超えて行われた小規模

多機能型居宅介護については、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算

定（同一建物に居住する者に対して行う場合及び短期利用居宅介護費を算定

する場合も同様） 

◆人員欠如 

事業所の従業者の員数（指定基準第 63 条に定める員数）を置いていない場

合、所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定（同一建物に居住する

者に対して行う場合及び短期利用居宅介護費を算定する場合も同様） 

 

【留意事項】 

介護支援専門員における必要な研修の受講の要件について 

（認知症介護実践者研修及び小規模多機能型サービス計画作成担当者研修） 

 

・小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が必要な研修を終了して

いない場合も、原則として人員欠如と同様の取扱いとなる。 

・ただし、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合

等においては、保険者の判断により減算対象としないことができる。 

↓ 

人員欠如となる恐れがある場合は保険者へ事前に相談すること 

 

 

過少サービスに対する減算 

所定単位数に７０/１００を乗じた単位数  

※介護予防も同様 

 

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数に

ついて、登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除く）１人当たりの平

均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数に70/100 を乗じた単位数で

算定する 
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Ｑ：サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による

見守りをサービス提供回数に含めることは可能か 

Ａ：利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービ

ス提供回数に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービ

ス提供回数に含めることはできない 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol.69 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 

 

Ｑ：「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加

算」における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介

護等の利用者を含めるか 

Ａ：基準該当生活介護等の利用者は、通いサービスを利用するために小規

模多機能型居宅介護に登録されたと定義されており、事業所の登録者

とはみなされないことから、これらの加算・減算の対象には含まれな

い 

平成24年3月30日 介護保険最新情報vol.273 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.2） 

※Q＆A（平成22年6月1日）問1・問2、Q＆A(平成22年9月1日)問1は削除 

 

 

初期加算    

                      ３０単位／日 

※介護予防も同様 

 

・登録した日から３０日以内について加算する 

・当該入所者が過去３ヶ月間の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限

り算定することができる 

・３０日を超える病院又は診療所への入院後に（介護予防）小規模多機能型居

宅介護の利用を再び開始した場合も同様 

 

「登録日」とは 

利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではな

く、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日と

する。また、登録終了日とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と

の間に利用契約を終了した日とする 
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※介護予防は当該加算なし 

◆認知症加算Ⅰ 

日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか

ら、介護を必要とする認知症の者（認知症日常生活自立度のランクⅢ以上）

に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に加算する 

 

◆認知症加算Ⅱ 

要介護２に該当し、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さが見られ、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症

の者（認知症日常生活自立度のランクⅡに該当する者）に対して指定小規模

多機能型居宅介護を行った場合に加算する 

 

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

①  加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」

の活用について」（平成５年１０月２６日老健第１３５号厚生省老人保

健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下

「日常生活自立度」）を用いる場合の日常生活自立度の決定には、医師

の判定結果又は主治医意見書（以下「判定結果」）を用いる 

②  ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画

又は各サービスのサービス計画に記載する。また、主治医意見書とは、

「要介護認定等の実施について」（平成十八年三月十七日老発第〇三一

七〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通

知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心

身の状態に関する意見 (1) 日常生活の自立度等について ・認知症高齢

者の日常生活自立度」欄の記載をいう。なお、複数の判定結果がある場

合、最も新しい判定を用いる 

③  医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得

られていない場合を含む）、「要介護認定等の実施について」に基づ

き、認定調査員が記入した同通知中「２(4) 認定調査員」に規定する

「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」９の「認知症高齢者の日

常生活自立度」欄の記載を用いる 

 

認知症加算 

認知症加算Ⅰ  ８００単位／月 

認知症加算Ⅱ  ５００単位／月           
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Q：「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判

定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要はあるのか 

A：医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診

断書や、文書による診療情報提供を義務づけるものではない 

平成 21年 4月 17日 介護保険最新情報 Vol.79 

平成 21年 4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.2） 

 

Ｑ：認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どの

ように記録しておくのか。 

Ａ：主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体

して保存しておくものとする。それ以外の場合は、主治医との面談等の内容

を居宅介護支援経過等に記録しておく。また、認知症高齢者の日常生活自立

度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する

情報共有を行うものとする。 

平成 21年 3月 23日 介護保険最新情報 Vol.69 

平成 21年 4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 

 

 

若年性認知症利用者受入加算 

小規模多機能型居宅介護      ８００単位／月 

介護予防小規模多機能型居宅介護  ４５０単位／月 

 

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めて小規模多機能型

居宅介護を行った場合に加算する。 

※ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

 

Ｑ：若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護

小規模多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、６５

歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 

Ａ：本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設

定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護につい

ては６５歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能であ

る。 

平成 30年 3月 23日 介護保険最新情報 Vol.629 

平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 
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【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その担当者

を中心に、当該利用者の特性やニーズ、家族の希望に応じたサービス提供

を行うこと。 

 

 

 

 

看護職員配置加算 

看護職員配置加算Ⅰ  ９００単位／月 

看護職員配置加算Ⅱ  ７００単位／月 

看護職員配置加算Ⅲ  ４８０単位／月 

※介護予防は当該加算なし 

◆看護職員配置加算Ⅰ 

 常勤かつ専従の看護師を１名以上配置している場合に加算 

 

◆看護職員配置加算Ⅱ 

 常勤かつ専従の准看護師を１名以上配置している場合に加算 

 

◆看護職員配置加算Ⅲ 

 看護職員を常勤換算方法で１名以上配置している場合に加算 

 

・それぞれ、別に定める基準（登録定員超過又は従業者が人員基準を満たさな

い場合の減算）に該当しないこと 

・看護職員配置加算のいずれかを算定している場合は、その他の看護職員配置

加算は算定しない（重複して加算しない） 

Ｑ：看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である

常勤かつ専従を満たすこととして、加算を算定することは可能か。 

Ａ：指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。

一方、看護職員配置加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専

従を要件として創設されたものであることから、お尋ねのような場合につい

ての加算の算定は認められない。 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol.79 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 
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看取り連携体制加算 

６４単位／月 

※介護予防は当該加算なし 

 

・看取り期におけるサービス提供を行った場合は、死亡日及び死亡日以前３０日

以下について１日につき所定単位数を死亡月に加算する 

・看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定不可 

 

看取り連携体制加算に係る施設基準とは 

・看護師により２４時間連絡できる体制を確保していること 

・看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族

等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること 

 

看取り連携体制加算を算定できる利用者とは 

・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診

断 

した者であること 

・看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応

じ、介護職員等からサービスについての説明を受け、同意した上でサービ

スを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受

けている者を含む）であること 

 

【留意事項】 

・登録者の自宅で介護を受ける場合又は事業所において介護を受ける場合の

いずれについても算定が可能である 

 

・死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であ

るが、その際には、入院した日の翌日から死亡日までの間は、算定するこ

とができない（したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が３

０日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできな

い） 

 

・「看取り期における対応方針」においては、次に掲げる事項等を含むこと 

①当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

②医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を含む） 

③登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 
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④登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

⑤その他職員の具体的対応等 

 

・ 事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可

能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録

者側にとっては、登録を終了した翌月についても自己負担を請求されるこ

とになるため、登録者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合

に、前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合がある

ことを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である 

 

・事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機関等との

継続的な関わりを持つことが必要である 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に

利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状

態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文

書にて同意を得ておくことが必要である 

 

・本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意

を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同

意を得た旨を記載しておくことが必要である 

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来

てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態

等に応じて随時、看取り期における登録者に対する介護の内容について相

談し共同して介護を行っており、家族に対する情報提供を行っている場合

には、看取り連携体制加算の算定は可能である 

この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが担保さ

れるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本

人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要で

ある。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であ

り、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を

確認しながら介護を進めていくことが重要である 

 

Ｑ：看取り連携加算の算定要件のうち「24 時間連絡できる体制」とは、看

護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保する

ことを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡でき
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る体制を確保していれば算定要件を満たすのか。 

Ａ：看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以

外の看護師を含め、小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と24 時間連絡

できる体制が確保されていれば算定要件を満たすものである。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 

 

 

訪問体制強化加算  

                 １，０００単位／月 

※介護予防は当該加算なし 

 

・登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居宅介護の

提供体制を強化した場合に加算する 

 

・訪問体制強化加算の基準 

①訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること 

②算定日が属する月における提供回数について、延べ訪問回数が１月当たり２

００回以上であること 

※ただし、事業所と同一の建物に集合住宅を併設する場合は、登録者の総数 

のうち同一建物居住者以外の者の占める割合が１００分の５０以上であっ

て、かつ、同一建物居住者以外の登録者に対する延べ訪問回数が１月当たり

２００回以上であること 

 

【留意事項】 

・当該加算を算定する場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録して

おくこと 

・「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業

者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行

っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定が可能である 

・「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、１回の訪問を１回のサービス

提供として算定するものとする 

 

※なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しない

（訪問回数に含めない） 
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Ｑ：訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者

は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは

可能か。 

Ａ：「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行

う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、当該小規模

多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事すること

も可能である。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービ

スの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。 

Ａ：「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成

18 年３月31 日老計発第0331005 号、老振発第0331005 号、老老発第

0331018 号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知）の５⑶①ロ

に規定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービス

の算定方法と同様の方法に従って算定することとしており、具体的には、指

定地域密着型サービス指定基準第87 条に規定する「提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づ

き算定することとなる。したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問

する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記録

において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問サービス

の提供回数に含まれるものである。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 
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総合マネジメント体制強化加算 

            １，０００単位／月 

※介護予防も同様 

・小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合に加算する 

 

【留意事項】 

・利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、

介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、

小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っていること 

 

・利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等

との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に

参加していること 

（地域の行事や活動の例） 

・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談へ

の対応 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課

題を掘り起し、地域住民や市町村等とともに解決する取組（行政や地域

包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や自治会の

活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみ

の関係がある地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

Ｑ：総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応

じて、随時、関係者（小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門

員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者）が共同して個別サービ

ス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに

当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直

しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。  

Ａ：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看

護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の

状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供することが求め

られている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主

治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図

ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を

有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものであ

る。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看
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護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の

見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種

が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に

関係者がかかわることで足りるものである。また、個別サービス計画の見

直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により

行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われるこ

とも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の

意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれ

ば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすこ

とのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成する

ことは要しない。  

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 

 

Ｑ： 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、

「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、

具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。 

Ａ： 小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続

することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

つ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

サービスを提供することとしている。「地域における活動」の具体的な

取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の５

（７）イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。ただ

し、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において

一定の理解・評価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めてい

くために必要な取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられる

ため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のも

のではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために何

が必要かということについて、常に問題意識をもって取り組まれていれ

ば、当該要件を満たすものである。なお､地域における活動が行われて

いることは、そのため､サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録に

おいて確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的と

して、新たに資料を作成することは要しない。 

平成27年4月1日 介護保険最新情報Vol．454 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1） 
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生活機能向上連携加算 

 

 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  １００単位／月       

生活機能向上連携加算(Ⅱ)  ２００単位／月 

※介護予防も同様 

 

◆生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

  介護支援専門員が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ

リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の

向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、その計画に基づく

指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能

型居宅介護が行われた日の属する月に加算する 

 

◆生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

  利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医

師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーショ

ン、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問す

る際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、

生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合で

あって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該

小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行った

ときは、初回の指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降３

月の間、加算する。 

 

※ただし、生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 

 

 

 

Ｑ：生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーシ

ョン、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する

際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」と

は具体的にはどのようなものか。 
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Ａ：具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーショ

ンで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであ

るが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、

訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行すること

が考えられる 

平成 30年 3月 23日 介護保険最新情報 Vol.629 

平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 

 

 

栄養スクリーニング加算 

 ５単位／回 

※介護予防も同様 

 

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態につ

いて確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状

態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者

を担当する介護支援専門員に提供した場合に算定する。 

 

【留意事項】 

①栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利

用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意す

ること。 

②利用者について、次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に

対し、提供すること。 

 ・ＢＭＩが 18.5未満である者 

 ・１～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の

実施について」（平成１８年６月９日老発第０６９００１号厚生労働省老

健局長通知）に規定する基本チェックリストの№１１の項目が「１」に該

当する者 

 （「6ヵ月間で 2～3kg以上の体重減少があった」の回答が「はい」） 

 ・血清アルブミン値が３．５ｇ/ｄｌ以下である者 

 ・食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

③加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定すること

とし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継

続的に実施すること。 
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※ 当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算

定している場合は算定しない。 

 

※ 利用定員超過利用又は人員基準欠如に該当する場合は算定できない。 

 

 

 

 

サービス提供体制強化加算 

 

 サービス提供体制強化加算Ⅰイ  ６４０単位／月       

サービス提供体制強化加算Ⅰロ  ５００単位／月      

サービス提供体制強化加算Ⅱ   ３５０単位／月   

サービス提供体制強化加算Ⅲ   ３５０単位／月 

   

（短期利用）                   

サービス提供体制強化加算Ⅰイ   ２１単位／日 

サービス提供体制強化加算Ⅰロ   １６単位／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ    １２単位／日    

サービス提供体制強化加算Ⅲ    １２単位／日 

※介護予防も同様 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅰイ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所のすべての従業者に対し、従業

者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む）を実施又

は実施を予定していること 

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業

者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること 

③ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者（看護師又は准看護師

を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上

であること 

④ 別に定める基準（登録定員超過又は従業者が人員基準を満たさない場合

の減算）に該当しないこと 
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◆サービス提供体制強化加算Ⅰロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

 ① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者（看護師又は准看護師  

を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上

であること 

② 「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅱ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のうち、常勤職 

員の占める割合が１００分の６０以上であること 

② 「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅲ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のうち、勤続年 

数３年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること 

②「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

※サービス提供体制強化加算のいずれか加算を算定している場合は、その他の

サービス提供体制強化加算は算定しない（重複して加算しない） 

 

【留意事項】 

・研修について 

従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所におけるサービス

従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤

務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目

標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定すること 

 

・会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の

伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等技術

指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当た

る訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。  
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なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、

いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

 

会議の開催状況については、その概要を記録すること。なお、「定期

的」とは、概ね１月に１回以上開催されている必要がある。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」

とは、少なくとも、次に掲げる留意事項について、その変化の動向を含

め、記載しなければならない。 

 

①利用者のＡＤＬや意欲 

②利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

③家族を含む環境 

④前回のサービス提供時の状況  

⑤その他サービス提供に当たって必要な事項 

 

・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度

（３月を除く。）の平均を用いること。 

※ただし、平成２１年度の１年間においてはすべての事業所について、

平成２２年度以降においては前年度の実績が６月に満たない事業所

（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）についての

み、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は

再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものである

こと。    

※なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月

の 前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者と

すること。 

 

・上記ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近

３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければ

ならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに届出書（加算の廃止）を提出な

ければならない。 

 

・小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への

介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、
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請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用い

ても差し支えない。 

 

Ｑ：産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

Ａ：産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、

勤続年数に含めることができる。 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol．69 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 

 

 

Ｑ：同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年

数や異なる業種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さら

に、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。また、理事長が同

じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

Ａ：同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種

（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数については通算すること

ができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であっ

て、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して

運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。た

だし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、

通算はできない。 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol．69 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1）                       

 

Ｑ：「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いる」こととされている平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降

の前年度の実績が６月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件

を下回った場合はどう取扱うか。 

Ａ：サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６

号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱

いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加

算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させ

ることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生

した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平
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成２１年２月までの実績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年

１月から３月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した

日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の算定はで

きない取扱いとなる。 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol．69 

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 

 

 

 

 

 

Ｑ：特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は

介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末

日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて

示されたい。 

Ａ：要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の

交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３

月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降

に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士として含め

ることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれ

ば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能であ

る。なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合

格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認

し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を

確認するべきものであること。 

平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol．69 

平成 21年 4月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.1） 

 

Ｑ：サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）

ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士

の割合が60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。  

Ａ：サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）

ロを同時に取得することはできない。 

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件

を満たさないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一
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部又は全部を返還させることが可能となっている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後

者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算

（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うことが

可能である。 

平成27年4月30日 介護保険最新情報Vol．471 

平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.2） 

 

 

 

◆常勤とは・・・・ 

勤務時間数が、その事業所で定められている常勤の勤務時間に達しているこ

とをいう 

＊ 就業規則等に定められている常勤者の勤務時間数（32時間未満の場合は

32時間を基本とする） 

＊ 正規雇用・非正規雇用の別ではない 

＊ 同一事業所により併設される事業所の職務に従事する時間（ただし業務

に支障がない場合に限る）は通算可能 

 

◆常勤換算方法とは・・・・ 

従業者の総述べ勤務時間数が、常勤者何人分にあたるかを算出する方法 

以下の式による 

当該事業所の従業者の１週間の総述べ勤務時間数 

   当該事業所において定められている常勤者の勤務時間数 

            （小数点第２位以下を切り捨てる） 
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介護職員処遇改善加算 

 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数 ×１０．２％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位数 × ７．４％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  所定単位数 × ４．１％／月 

 

介護職員処遇改善加算Ⅳ   加算Ⅲ  ×  ９０％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅳ   加算Ⅲ  ×  ８０％／月 

※介護予防、短期利用も同様 

 

「所定単位数 × サービス別加算率」で算定 

 所定単位数： 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とす

る 

 

・平成３０年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、要

件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認め

る区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、

一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、加算の対象となるサー

ビスに、介護医療院サービス（及び介護医療院が行う（介護予防）短期入所療

養介護）を加えることとされた。 

・介護職員の賃金改善を実施している場合、市町村長に届け出た指定小規模多機

能型居宅介護事業所が、入居者に対しサービス提供を行った場合に、基準に掲

げる区分に従い、令和３年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。 

※現在、加算（Ⅳ）又は（Ⅴ）を算定している事業所にあっては、より上位の

区分（加算（Ⅰ）から（Ⅲ））の加算を算定できるよう努めること。 

 

介護職員等特定処遇改善加算 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 算定した単位数の 1000 分の 15に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 算定した単位数の 1000 分の 12に相当する単位数 

 

 

※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については共通編も参照のこと。 
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第２章 看護小規模多機能型居宅介護 

 

１ 指定基準概要 

（１） 基本方針 

 訪問看護の基本方針及び小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行う

ものでなければならない 

 

（２） 人員基準 

 ① 管理者（第１７２条） 

○常勤・専従 

○特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施

設、介護医療院、指定小規模多機能居宅介護事業所、指定認知症対応

型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しく

は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修（認知症介護実践

研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修）を修了しているも

の、又は保健師若しくは看護師（医療機関での看護、訪問看護等の従

事経験がある者）でなければならない 

※ただし、当該事業所の管理業務に支障がない場合は兼務可 

（兼務が考えられるケース）  

・当該事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従事す 

る場合 

・当該事業所に併設する次の施設等に従事する場合 

 

 

 

 

 

 

・事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合

に、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は従事者としての

職務に従事する場合 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る） 

・介護医療院 
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Ｑ：看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能

型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業

所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設（療養病床を

有する診療所に限る）、介護医療院等の職務に従事することができるとされ

ているが、医師が管理者になることは可能であるか。 

Ａ：看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所であって、当該診療所が有

する病床を当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として兼用する

場合には、当該事業所の管理業務に支障がない場合、当該事業所に併設する

指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設（療養病床を有

する診療所に限る）及び介護医療院に配置された医師が管理者として従事す

ることは差し支えない。 

平成30年5月29日 介護保険最新情報vol.657  

平成30 年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.4） 

 

Ｑ：看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健

師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の

業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質

を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましい

とされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。 

Ａ：看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該

指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない

場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することがで

きることとされたことから、当該看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び

代表者について、保健師及び看護師ではなく医師が従事することは差し支え

ない。この場合、厚生労働大臣が定める研修の修了は求めないものとする

が、かかりつけ医認知症対応力向上研修等を受講していることが望ましい。 

 

平成30年5月29日 介護保険最新情報vol.657  

平成30 年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.4） 
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② 代表者（第１７３条） 

代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応

型共同生活介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サ

ービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事

した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営

に携わった経験を有する者であって，厚生労働大臣が定める研修（認知症対

応型サービス事業開設者研修）を修了しているもの又は保健師若しくは看護

師（医療機関での看護，訪問看護等の従事経験がある者）でなければならな

い 

 

◆代表者交代時の開設者研修の取り扱い        

代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型

サービス事業開設者研修」が開催されていないことにより、当該代表者が研修

を修了していない場合、次のいずれか早い日までに「認知症対応型サービス事

業開設者研修」を修了することで差し支えない。 

（1） 代表者交代の半年後 

（2） 次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程 

 

③介護支援専門員 （第１７１条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 
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④従業者 （第１７１条） 

日中（夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯）（常勤換算方法） 

・通いサービスの利用者の数が３またはその端数を増すごとに１人 

・訪問サービス２人以上 

※看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常勤の保健

師又は看護師でなければならない 

※常勤換算方法で２．５以上の者は、保健師、看護師又は准看護師（以

下「看護職員」という）でなければならない 

夜間及び深夜の時間帯 

・夜勤職員１人以上  

・宿直勤務１人以上  

（１名以上が看護職員である必要はないが、電話等による連絡体制は確保してい

ること） 

※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合にあたっては、夜間及び深

夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必

要な連携体制を整備しているときは、宿直及び夜勤を行う従業者を置か

ないことができる。 

※看護小規模多機能型居宅介護事業所及び各施設等で基準を満たす従業者

を置く場合は兼務可 

（兼務が考えられるケース）  

◆当該事業所に併設する次の施設等に従事する場合 

 

 

 

 

 

 

○通いサービスの実際の職員配置 

その日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、通いサービスの利用者が

いないからといって配置しないということではなく、通いサービスを利用し

ない者に対する訪問サービスも含め利用者に何らかの形で関わることがで

きるような職員配置に努めるものとする 

○訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業

者 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る） 

・介護医療院 
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◆看護小規模多機能型居宅介護事業所から離れた特別養護老人ホーム等の

職員が行う形態は認められない 

◆特別養護老人ホーム等における職員が非常勤である場合には、非常勤とし

て勤務する以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に勤務

し、通いサービスや宿泊サービスも含めた業務を行うことは差し支えない 

○通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、１以上の

者は、保健師又は看護職員でなければならない 

 

 

Ｑ：複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行

う各サービスで１名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに１以上

必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サ

ービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められ

ているのか。 

Ａ：日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで１名以上各サービス

の提供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で１以上は不要であ

る。なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示

していないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。 

平成24年3月16日 介護保険最新情報Vol．267 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 
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（３） 設備基準 

①登録定員 （第１７４条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

Ｑ：複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定され

るのか。 

Ａ：複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持

つサービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報

酬が設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用

者であることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サ

ービスが必要な者以外の者に利用させて差し支えない。 

平成24年3月16日 介護保険最新情報Vol．267 

平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.1） 

②設備 （第１７５条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

③居間及び食堂 （第１７５条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

④宿泊室 （第６７条第２項第２号） 

○居室の利用定員は１人 

利用者の希望等処遇上必要と認められる場合は一時的に２人とすることが

できる 

 

○宿泊室の床面積 ７．４３㎡ 

ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である

場合であって定員が１人である宿泊室の床面積については、６．４㎡以上

とすることができる 

 

○個室以外の宿泊室の床面 

 

以上 

 

７．４３㎡ × （宿泊サービスの利用定員  － 個室の定員数） 

（通いサービスの利用定員の３分の１から９人までの範囲内） 
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個室以外の宿泊室は、パーティションや家具など（カーテンはプライバシー

が確保されたものとは考えにくいことから認められない）により利用者同士

の視線の遮断が確保される必要がある 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合 

有床診療所の病床を宿泊室として柔軟に活用することは差し支えない。た

だし、当該病床のうち１病床以上は利用者の専用のものとして確保しておく

こと。 

（有床診療所の入院患者と同じ居室を利用する場合も想定されることか

ら、衛生管理等について必要な措置を講ずること。） 

 

※指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、指定看護

小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合

には、診療所が有する病床について宿泊室を兼用することができる。 

⑤立地条件 （第１７５条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 
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（４）運営の基準   

①手続きの説明及び同意 （第１８２条、第３条の７読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

②受給資格等の確認（第１８２条、第３条の１０読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

③サービス提供の記録 （第１８２条、第７０条読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

④使用料及び費用の徴収に係る留意事項 （第１８２条、第７０条読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑤指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針 （第１７６条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑥看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 （第１７７条） 

○サービスの柔軟な組み合わせ 

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の病状、心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪

問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上

の管理の下で妥当適切に行うものとする 

○宿泊サービス上限なし 

利用回数が少ない者及び重度の者によるほぼ毎日宿泊する形態などは運

営推進会議（後述第８５条）に報告し、評価を受ける必要がある。ただ

し、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できな

いような状況になれば、他の利用者が適切にサービス利用できるよう調

整を行うことが必要 

○サービス提供は懇切丁寧に 

利用者又はその家族に対し看護小規模多機能型居宅介護計画の目標及び

内容や行事及び日程等を提供し、理解しやすいように説明を行うこと 

○身体拘束の禁止 

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
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身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。身

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。なお、

当該記録は５年間保存すること（保存期間は熊本市条例による） 

 

・家族への連絡（熊本市条例） 

 身体拘束が必要な可能性がある利用者について、あらかじめ家族に対

して必要性や拘束の内容について説明を行い、承諾を得ている場合を除

き、家族への報告が求められる 

・市長への報告（熊本市条例） 

市長への報告については、利用者毎に様式（身体的拘束等実績報告書）

を毎月作成し、事故報告と同様に市長への報告が必要となる 

○通いサービスの利用者数が登録定員の概ね３分の１以下という著しく

少ない状態が続いてはならない 

○登録者が通いサービスを利用しない日は、可能な限り、登録者の居宅に

おける生活を支えるために適切なサービスを提供すること 

適切なサービスとは、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等、

通い・宿泊・訪問サービスを合わせて概ね週４日以上行うことが目安と

なる 

 

○看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護

師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「看護師

等」という）の提供に当たって 

・主治医の医師との密接な連携により、及び第１７９条第１項に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維

持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない 

   ・医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新し

い技術の修得等、研鑽を積むことを定めたものであり、医学の立場を堅

持し、広く一般に認められていない看護等については行ってはならない 

   ・特殊な看護等については、これを行ってはならない 

 

 

 

 

 



 

 

54 

⑦看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の

作成 （第１７９条） 

○介護支援専門員 

 ⇒看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務 

  ※計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図ること 

  ・介護支援専門員は、計画の作成にあたり、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援

助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

した小規模多機能型居宅介護計画を作成しなければならない 

  ・看護小規模多機能型居宅介護計画を作成し、その内容を利用者、家族

に説明し同意を得て、利用者に交付すること 

  

○看護師等（准看護師を除く） 

⇒看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務 

  ・看護師等（准看護師を除く）は、訪問日、提供した看護内容等を記載

した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない 

 

○短期利用居宅介護費を算定する場合で、居宅サービス計画を作成してい

る居宅介護事業者から看護小規模多機能型居宅介護計画の提供の求めが

あった際は協力すること 

 

⑧介護等 （第７８条） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑨緊急時等の対応 （第１８０条） 

 ○看護小規模多機能型居宅介護従業者は、サービス提供時に、利用者に急

変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医、あらかじめ事業所

が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること 

  ○前文の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合に

は、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない 

◆協力医は近接に所在することが望ましい 

◆緊急時において、円滑な協力が得られるように協力医療機関との間で

あらかじめ必要な事項を取り決めること 

 

協力医療機関の定め：義務（第８３条第１項） 

協力歯科医療機関の定め：努力義務（第８３条第２項） 
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⑩勤務体制の確保 （第１８２条、第５５条読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑪非常災害対策 （第１８２条、第８２条２読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑫衛生管理 （第１８２条、第５８条読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑬掲示 （第１８２条、第３条の３２読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑭秘密保持 （第１８２条、第３条の３３読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑮苦情処理 （第１８２条、第３条の３６読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑯事故発生時の対応 （第１８２条、第３条の３８読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

⑰提供拒否の禁止 （第１８２条、第３条の８読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑱定員の遵守 （第１８２条、第８２条読み替え） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 

 

⑲地域との連携等 （第１８２条、第８５条読み替） 

 小規模多機能型居宅介護と同じ 
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２ 介護報酬 

（１） 介護報酬概要 

 

複合型サービス費（１月あたり） 

 同一建物に居住する者 

以外の者に対して行う場合 

同一建物に居住する者に 

対して行う場合 

要介護１ １２，４０１単位 １１，１７３単位 

要介護２ １７，３５２単位 １５，６３４単位 

要介護３ ２４，３９２単位 ２１，９７７単位 

要介護４ ２７，６６５単位 ２４，９２６単位 

要介護５ ３１，２９３単位 ２８，１９５単位 

 

「同一建物」とは 

当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建

築物（※）を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に小規

模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋が

っている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで

隣接する場合は該当しない。また、ここでいう同一の建物については、

当該建築物の管理、運営法人が当該小規模多機能型居宅介護事業所と異

なる場合であっても該当するものであること 

※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅 

 

・登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又

は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定入居者生活介護、地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護を受けている間は、複合型サービス費は、

算定しない 

 

・登録者が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、指定看護小規模

多機能型居宅介護を受けている間は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規模多機

能型居宅介護を行った場合に、複合型サービス費は、算定しない 
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短期利用居宅介護費（１日あたり） 

要介護１ ５６８単位 

要介護２ ６３５単位 

要介護３ ７０３単位 

要介護４ ７７０単位 

要介護５ ８３６単位 

 

・短期利用居宅介護費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

ものとして市町村長に届け出た看護小規模多機能型居宅介護事業所におい

て、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状態区分

に応じて、それぞれ所定単位数を算定する 

・ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する（（2）加

算・減算参照） 

 

下記に掲げる基準のいずれにも適合すること 

・登録者の数が、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満

であること 

 

・利用者の状態や利用者の家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介

護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、看

護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該看護小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者に対する看護小規模多機能型居宅介護

の提供に支障がないと認めた場合であること 

 

・利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世

話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は十四日以内）の

利用期間を定めること 

 

・地域密着型サービス基準第１７１条に定める従業者の員数を置いている

こと 

 

・当該看護小規模多機能居宅介護事業所が看護小規模多機能型居宅介護費

の「過少サービスに対する減算」を算定していないこと 
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・宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿泊室が短期利用の登

録者において活用できるものとする 

（短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式） 

当該事業所の宿泊室の数×（当該事業所の登録定員－当該事業所の登録者の

数）÷当該事業所の登録定員（小数点第１位以下四捨五入） 

 

例えば、宿泊室数が９室、登録定員が２５人、登録者の数が２０人の場

合、９×（２５－２０）÷２５＝１．８となり、短期利用の登録者に対して

活用できる宿泊室数は２室となる。このため、宿泊室数が９室、登録定員が

２５人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登

録者の数が２３人以下である場合のみ算定可能である 
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（２） 加算・減算 

定員超過利用・人員欠如に対する減算    

所定単位数に７０/１００を乗じた単位数 

 

◆定員超過利用 

登録者の数（市町村に届出た運営規定の登録定員）を超えて行われた看護

小規模多機能型居宅介護については、所定単位数の100分の70に相当する単位

数を算定（同一建物に居住する者に対して行う場合及び短期利用居宅介護費

を算定する場合も同様） 

 

◆人員欠如 

事業所の従業者の員数（指定基準第 171条に定める員数）置いていない場 

合所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定（同一建物に居住する

者  

に対して行う場合及び短期利用居宅介護費を算定する場合も同様） 

  

【留意事項】 

介護支援専門員における必要な研修の受講の要件について 

（認知症介護実践者研修及び小規模多機能型サービス計画作成担当者研修） 

 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が必要な研修を終了

していない場合も、原則として人員欠如と同様の取扱いとなる。 

・ただし、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合

等においては、保険者の判断により減算対象としないことができる。 

↓ 

人員欠如となる恐れがある場合は保険者へ事前に相談すること 

 

 

過少サービスに対する減算 

所定単位数に７０/１００を乗じた単位数  

 

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数に

ついて、登録者１人当たりの平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単

位数に70/100 を乗じた単位数で算定する 
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訪問看護体制減算  

 

次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、下記の表により減算する 

①算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護事業

所における利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービス

を提供した利用者の占める割合が１００分の３０未満であること 

 

②算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護事業

所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の

占める割合が１００分の３０未満であること 

 

③算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護事業

所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める

割合が１００分の５未満であること 

 

減算単位 

要介護状態区分 1月あたりの減算単

位 

要介護 １～３ ９２５単位 

要介護 ４ １，８５０単位 

要介護 ５ ２，９１４単位 

 

・①から③までに規定する実利用者数は、前３月間において、当該事業所が提   

供する看護サービスを２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２回

以上算定した者であっても、１として数えること。そのため、事業所を現に利

用していない者も含むことに留意すること 

 

・また、算定日が属する月の前３月間において複合型サービス費のうち短期利用

居宅介護費のみを算定した者を含まないこと 
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末期の悪性腫瘍等により医療保険の訪問看護が行われる場合の減算 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当

該者が末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定めた疾病等により訪問看護

を行う必要がある旨の指示を行った場合は、下記の表により減算する 

 

減算単位 

要介護状態区分 1月あたりの減算単位 

要介護 １～３ ９２５単位 

要介護 ４ １，８５０単位 

要介護 ５ ２，９１４単位 

 

 

特別の指示により頻回に医療保険の訪問看護が行われる場合の減算 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師（介護

老人保健施設の医師を除く）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪

問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、下記の表により減算

する 

 

 

 

 

 

 

初期加算    

                      ３０単位／日 

 

・登録した日から３０日以内について加算する 

・当該入所者が過去３ヶ月間の間に、当該事業所に入居したことがない場合に

限り算定することができる 

・３０日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介

護の利用を再び開始した場合も同様 

 

 

要介護状態区分 1日あたりの減算単位 

要介護 １～３ ３０単位 

要介護 ４ ６０単位 

要介護 ５ ９５単位 
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「登録日」とは 

利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではな

く、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日と

する。また、登録終了日とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と

の間に利用契約を終了した日とする 

 

 

認知症加算 

認知症加算Ⅰ  ８００単位／月 

認知症加算Ⅱ  ５００単位／月 

 

◆認知症加算Ⅰ 

日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか

ら、介護を必要とする認知症の者（認知症日常生活自立度のランクⅢ以上）

に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に加算する 

 

◆認知症加算Ⅱ 

要介護２に該当し、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さが見られ、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症

の者（認知症日常生活自立度のランクⅡに該当する者）に対して指定小規模

多機能型居宅介護を行った場合に加算する 

 

若年性認知症利用者受入加算 

      ８００単位／月 

 

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めて小規模多機能型

居宅介護を行った場合に加算する。 

※ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

 

【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その担当者

を中心に、当該利用者の特性やニーズ、家族の希望に応じたサービス提供

を行うこと。 
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栄養スクリーニング加算 

 ５単位／回 

 

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態につ

いて確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状

態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者

を担当する介護支援専門員に提供した場合に算定する。 

 

【留意事項】 

①栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利

用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意

すること。 

②利用者について、次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員

に対し、提供すること。 

 ・ＢＭＩが 18.5未満である者 

 ・１～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業

の実施について」（平成１８年６月９日老発第０６９００１号厚生労働

省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№１１の項目が「１」

に該当する者 

 （「6ヵ月間で 2～3kg以上の体重減少があった」の回答が「はい」） 

 ・血清アルブミン値が３．５ｇ/ｄｌ以下である者 

 ・食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

③加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定すること

とし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを

継続的に実施すること。 

 

※ 当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算

定している場合は算定しない。 

 

※ 利用定員超過利用又は人員基準欠如に該当する場合は算定できない。 
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退院時共同指導加算 

 ６００単位／回 

     

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が

退院又は退所するに当たり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の保健

師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導

を行った後、当該者の退院又は退所後、当該者に対する初回の訪問看護サービ

スを行った場合に、当該退院又は退所につき１回に限り加算する 

 

※特別な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるも

の）については２回算定可） 

 

・複数の訪問看護事業所等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属

する保険医療機関又は介護老人保健施設に対し、他の訪問看護事業所等にお

ける退院時共同指導の実施の有無について確認すること 

 

・退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護サービス記録書に記録

すること 

 

事業開始時支援加算  

 平成３０年３月３１日廃止 

 

緊急時訪問看護加算 

 ５７４単位／月 

 

利用者又はその家族等に対して当該基準により２４時間連絡できる体制にあ

って、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要

に応じて行う体制にある場合（訪問看護サービスを行う場合に限る）には、当

該加算を算定する旨を説明し、同意を得た場合に算定する 

 

・介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単

位数に加算するものとする 

 

・一人の利用者に対し、一か所の事業所に限り算定できる。このため、他の事

業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること 
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特別管理加算 

 特別管理加算Ⅰ  ５００単位／月 

特別管理加算Ⅱ  ２５０単位／月 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護に関して特別な管理を必要とする利用者に

対して、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型

居宅介護（看護サービスを行う場合に限る）の実施に関する計画的な管理を行

った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じ、１月につき加算 

 

※特別管理加算のいずれかを算定している場合は、その他の特別管理加算は算

定しない（重複して加算しない） 

 

 

ターミナルケア加算 

２,０００単位／月 

    

 在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対し

て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（死亡日及び死亡日前１４日以

内に当該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にある

ものに限る）に訪問看護を行っている場合にあっては、１日）以上ターミナル

ケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の場所で死亡した場合を含む）は、当

該利用者の死亡月につき加算する 

 

・ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書

に記録しなければならない 

① 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

② 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれ  

に対するケアの経過についての記録 

③ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族 

の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 
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看護体制強化加算 

看護体制強化加算(Ⅰ)  ３，０００単位／月 

看護体制強化加算(Ⅱ)  ２，５００単位／月 

 

 医療ニーズの高い利用者への指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を

強化した場合は、以下の基準に掲げる区分に従い１月につき次に掲げる所定単

位数を加算する。 

 

※看護体制強化加算のいずれかを算定している場合は、その他の特別管理加算

は算定しない（重複して加算しない） 

 

◆看護体制強化加算(Ⅰ) 

算定基準のいずれにも適合する場合に算定する。 

 

◆看護体制強化加算(Ⅱ) 

算定基準の（1）～（3）に適合する場合に算定する。 

 

算定基準 

(１)算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護

サービスを提供した利用者の占める割合が１００分の８０以上である

こと 

 

(２)算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した

利用者の占める割合が１００分の５０以上であること 

 

(３)算定日が属する月の前３ヶ月において、看護小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者

の占める割合が１００分の20以上であること 

 

(４) 算定日が属する月の前十二月間において、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所におけるターミナルケア加算（指定地域密着型サービス

介護給付費単位数表の複合型サービス費のヌの加算をいう。）を算定

した利用者が一名以上であること。 
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(５) 登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされて

いること。 

 

・看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、

同意を得ること 

・割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回っ

た場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならないこと 

・看護体制強化加算は、利用者によって(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択的に算定すること

ができない。事業所においていずれか一方のみを届出すること。 

・看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものである。 

 

訪問体制強化加算 

１，０００単位／月 

 

事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供体制を強化した場合に加算する。 

 

算定基準（いずれにも該当すること） 

(１)指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス（訪

問 看護サービスを除く）の提供に当たる常勤の従業者（保健師、看

護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く。）を

２名以上配置していること。 

 

(２)算定日が属する月における提供回数について、事業所における延べ訪

問回数が１月当たり２００回以上であること。 

 

【留意事項】 

①当該加算を算定する場合にあっては、訪問サービスの内容を記録してお

くこと。 

 

②「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う

従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービ

スも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定が可能であ

る。 
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③「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに１回の訪問を１回のサービ

ス提供として算定するものとする。 

 

④指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末日時点（新たに事業を

開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における

登録者のうち同一建物居住者以外の者（「看護小規模多機能型居宅介護費

のイ(１)を算定する者」をいう。以下同じ。）の占める割合が100分の50

以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとす

る。ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サー

ビスの提供回数について計算を行うこと。 

 

総合マネジメント体制強化加算 

１，０００単位／月 

 

看護小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合に加算する 

 

・利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介

護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、看護

小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行っていること 

 

・地域との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老

人保健施設その他の関係施設に対し、事業所において提供することができる

具体的なサービスの内容等について日常的に情報提供（受け入れ可能な利用

者の状態及び提供可能な看護サービス（例えば人工呼吸器を装着した利用者

の管理）等に関する情報提供）を行っていること 

 

・利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等と

の交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加

していること 

（地域の行事や活動の例） 

・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談へ

の対応 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課

題を掘り起し、地域住民や市町村等とともに解決する取組（行政や地域
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包括支援センターが開催する地域での会議への参加、町内会や自治会の

活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみ

の関係がある地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

 

サービス提供体制強化加算 

 

 サービス提供体制強化加算Ⅰイ  ６４０単位／月       

サービス提供体制強化加算Ⅰロ  ５００単位／月      

サービス提供体制強化加算Ⅱ   ３５０単位／月   

サービス提供体制強化加算Ⅲ   ３５０単位／月 

   

（短期利用）                   

サービス提供体制強化加算Ⅰイ   ２１単位／日 

サービス提供体制強化加算Ⅰロ   １６単位／日 

サービス提供体制強化加算Ⅱ    １２単位／日    

サービス提供体制強化加算Ⅲ    １２単位／日 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅰイ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所のすべての従業者に対し、従業

者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含む）を実施又

は実施を予定していること 

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業

者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること 

③ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者（看護師又は准看護師

を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上

であること 

④ 別に定める基準（登録定員超過又は従業者が人員基準を満たさない場合

の減算）に該当しないこと 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅰロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

 ① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者（看護師又は准看護師  

を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上

であること 
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② 「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅱ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のうち、常勤職 

員の占める割合が１００分の６０以上であること 

② 「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

◆サービス提供体制強化加算Ⅲ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のうち、勤続年 

数３年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること 

②「サービス提供体制強化加算Ⅰイ」の要件①、②及び④に該当すること 

 

※サービス提供体制強化加算のいずれか加算を算定している場合は、その他の

サービス提供体制強化加算は算定しない（重複して加算しない） 

 

【留意事項】 

・研修について 

従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所におけるサービス

従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤

務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目

標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定すること 

 

・会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の

伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等技術

指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当た

る訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。 なお、

実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつか

のグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

 

会議の開催状況については、その概要を記録すること。なお、「定期

的」とは、概ね１月に１回以上開催されている必要がある。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」
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とは、少なくとも、次に掲げる留意事項について、その変化の動向を含

め、記載しなければならない。 

 

①利用者のＡＤＬや意欲 

②利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

③家族を含む環境 

④前回のサービス提供時の状況  

⑤その他サービス提供に当たって必要な事項 

 

・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度

（３月を除く。）の平均を用いること。 

※ただし、平成２１年度の１年間においてはすべての事業所について、

平成２２年度以降においては前年度の実績が６月に満たない事業所

（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）についての

み、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は

再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものである

こと。    

※なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月

の 前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者と

すること。 

 

・上記ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近

３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければ

ならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに届出書（加算の廃止）を提出な

ければならない。 

 

・小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への

介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、

請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用い

ても差し支えない。 
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介護職員処遇改善加算 

 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数 ×１０．２％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位数 × ７．４％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  所定単位数 × ４．１％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅳ   加算Ⅲ  ×  ９０％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅳ   加算Ⅲ  ×  ８０％／月 

 

「所定単位数 × サービス別加算率」で算定 

所定単位数： 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とする 

・平成３０年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、要

件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認め

る区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、

一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、加算の対象となるサー

ビスに、介護医療院サービス（及び介護医療院が行う（介護予防）短期入所療

養介護）を加えることとされた。 

・介護職員の賃金改善を実施している場合、市町村長に届け出た指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所が、入居者に対しサービス提供を行った場合に、基準

に掲げる区分に従い、令和３年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定

単位数に加算する。 

※現在、加算（Ⅳ）又は（Ⅴ）を算定し手いる事業所にあっては、より上位の

区分（加算（Ⅰ）から（Ⅲ））の加算を算定できるよう努めること。 

 

介護職員等特定処遇改善加算 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 算定した単位数の 1000 分の 15に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 算定した単位数の 1000 分の 12に相当する単位数 

 

※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算については共通編も参照のこと。 

 

その他留意事項 

以下の加算については，区分支給限度額の対象外  

・介護職員処遇改善加算        ・訪問体制強化加算  ・緊急時訪問看護加算 

・総合マネジメント体制強化加算  ・特別管理加算 ・サービス提供体制強化加算 

・ターミナルケア加算       ・看護体制強化加算 
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第３章  その他参考資料集 

（１）介護報酬算定構造 
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（２）実地指導における指導・指摘事項概要 

 介護保険法第 23条に基づき、サービスの質の確保、介護給付の適正化を目的

として、適切なサービス提供が行われているか確認、指導する実地指導を定期的

に行っています。 

 過去の実地指導において、以下の点で指導、指摘を行ったので、事業所運営に

あたって留意してください。 

 

運

営

基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全・衛生面での指導（第 88条による準用第 58条） 

・感染者への対策記録が無く、認識が不十分であった。感染症が発生した場合

には、発生状況の把握、感染防止、関係機関との連絡等、迅速かつ適切に対

応すること。 

・スタッフの感染予防が中心となっているため、利用者間の感染予防につい

ても定めること。 

○防災面での指導（第 82条の 2） 

・消火訓練及び避難訓練を年２回以上実施すること。 

 全ての利用者が訓練に参加できるような計画を立て訓練内容の記録をする

こと。 

○契約書・重要事項説明書・運営規程関係 

・介護報酬改定に伴う重要事項説明書の同意を書面で得ること。 

・重要事項説明書の苦情相談窓口に熊本市高齢介護福祉課及び国民健康保険

団体連合会を明記すること。 

・重要事項説明書に光熱費、電気用品使用代、家賃の料金を記載すること。ま

た、入所者又はその家族に対して、その額等を記載した重要事項説明書を交

付して説明を行い、同意を得ること。 

・利用料、その他費用については、運営規程と重要事項説明書との整合性を図

ること。 

・最新の運営規程を掲示すること。 

・介護報酬改定後の重要事項説明書は家族に説明しているが、同意を書面で

残していなかった。重要事項説明書については、文書により同意を得るこ

と。 

・ 契約書の署名部分のみ事業所で保管しているため、契約内容の確認ができ

ない。契約書全体を保管し、内容について確認できるようにすること。 

・ 少なくとも年１回は外部評価を実施し、結果については掲示するなど広く

公表すること。 
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○小規模多機能型居宅介護計画（第 77条） 

・ 小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たってはその内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。また、その計

画を利用者に交付すること。（小規模多機能型居宅介護計画の期限が経過

しているにもかかわらず、計画の作成が行われていないケース有り。） 

・ 夜間の在宅酸素療法については、介護職の判断及び処置ではなく看護職対

応とすること。 

・ 長期宿泊にもかかわらず、一度も運営推進会議に報告がなく、ケアプラン

も居宅での生活を見据えたものになっていない方がいた。計画作成担当者

は、小規模多機能の本来の目的を踏まえた上で居宅での生活を中心に計画

を立て、その上で長期宿泊の必要がある場合には、運営推進会議に報告し、

評価を受けること。 

・ アセスメント、モニタリングを利用者の状況に応じて行うとともに、記録

も行うこと。 

・ アセスメントがプランの更新時期と合致していないため、プラン更新作成

時にはその根拠となる最新の情報を集約すること。 

○記録の整備（第 87条） 

・ 小規模と自主事業であるお泊りの記録が混同しており、どちらの記録かわ

からなくなっている。小規模と自主事業とで区別がつくよう、分けて記録

をすること。 

・ 訪問としてカウントしてあるが、プランの中に無かったため、根拠に基づ

き記載すること。 

・ 指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

小規模多機能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分する

こと。 

○利用料金関係（第 71条） 

・ベッドレンタル代は介護報酬において評価されているため徴収しないこと。 

・センサーマット、ポータブルトイレを利用者が自費で購入していた。福祉用

具貸与の品目である場合、事業所の費用負担となるため、必要があるなら

ば、施設で準備すること（エアマットも同様）。 

・ベッド及び寝具については、本来事業所側で準備すべきものであるため、本

人及び家族からの特段の申し入れがない場合は事業所で準備すること。特

別食については、重要事項説明書に記載の上、利用者等の自由な選択と同意

に基づき提供すること（シャンプー等の日用品費についても同様）。 

・洗濯を一律に業者に委託して、利用者から料金を徴収することを改めるこ

と。（本人及び家族からの外注の場合を除く） 
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・「維持管理費」「共益費」というあいまいな名目による費用の徴収は認められ

ないため、費用の内訳を明らかにすること。 

・宿泊代について、一泊 2,000 円と 2,500 円の利用者がいた。合理的な理由

が無い差額は設けるべきでない。 

・宿泊費について、一部の方に値引きをしていた。入所者間の公平の観点か

ら、不合理な差額を生じさせないようにすること。 

・宿泊のときに、自宅では使われていない徘徊感知機器を利用者負担として

いるが、介護のために必要と判断される用具については施設で準備するこ

と。 

・サービス付き高齢者向け住宅と小規模の利用料がまとめて請求書に記載さ

れている。内訳がわかるように、サービスの種類ごとに分け、明細を明らか

にして交付すること。 

・金銭を預かる際には、「預り証」を交付し、控えを事業所にて保管しておく

こと。 

○事故・苦情関係（第 88条による準用第 3 条の 38） 

・利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、遅延なく

熊本市へ事故報告書の提出を行うこと。 

・報告書に事故後の対応（家族への連絡等）について記載すること。 

 

○運営推進会議（第 85条） 

・会議においては、活動状況の報告、評価、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、その記録を利用者の家族等も閲覧できる場所（玄関等）に

設置するなどして公表すること。 

・おおむね 2月に１回実施すること。 

・職員と利用者家族のみの開催ではなく、地域住民の代表者町内会役員、民生

委員、老人クラブの代表等）を追加し、地域に開かれたサービスとするこ

と。 

○身体拘束（第 87条） 

・身体的拘束等（実地指導における事例：壁を含めた４点柵、寝たきりで離床

時以外は拘束しているケース等）については、運営規程で身体的拘束等を行

う際の手続きについて定め、安易に行うことのないよう施設全体として判

断すること。また、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するこ

と。なお、身体拘束を行った場合は、利用者毎に身体拘束実施報告書を翌月

10日までに提出すること。 
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○外部評価 

・外部評価を１度も行っていなかった。少なくとも年１回外部評価を実施し、

結果については掲示するなど広く公表すること。 

○福祉用具 

・福祉用具について、居宅での生活実態がない方に対しては、介護保険給付で

福祉用具を貸与することはできないため、事業所の負担で準備をすること。

（介護保険での福祉用具貸与は、居宅の場合のみ利用可であり、長期宿泊の

場合居宅とみなさない。）ただし、利用者からの要望で使用する福祉用具に

ついて、利用者の同意がある場合は、利用者の負担で使用することができ

る。 

○勤務関係（第 88条による準用第 55条） 

・看護師を配置しているが、勤務体制表にない。表に記載すること。 

・兼務の場合、勤務表には職種ごとに分けて記載すること。 

○秘密保持等（第 88条による準用第 3条の 33） 

・個人情報の同意について、様式を改めること。また、家族の情報を使用する

場合は家族にも同意を取ること。 

○その他 

・ 薬品等を保管している倉庫には、鍵をつけるなど、利用者が誤って触れな

いよう対策を行うこと。 

・ ブラシが共用になっているため、使うたびに消毒するか、個人のものを使

用すること。 

人

員

・

介

護

報

酬

関

係 

○加算関係 

（サービス提供体制強化加算） 

・従業者ごとの具体的な研修計画（研修の目標、内容、期間、実施時期等）を

策定すること。 

・利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業

者の技術指導を目的とした会議を概ね 1月に 1回以上開催すること。 

（認知症加算） 

・ 認知症加算について、対象者を適切に把握すること。 

・ 認知症自立度の判定結果については、判定した医師名、判定日と共に、サ

ービス計画に記載すること。 

（介護職員処遇改善加算） 

介護職員処遇改善計画書について全ての職員へ周知すること。 

 

 


